
○個人番号は､マイナンバーカード
などでご確認ください。

申告相談会場に来られる方の申告書は、 ○営業や不動産等の所得がある方は、
パソコンで作成しますので、この申告書 　裏面❹、❺の収支内訳欄をご記入く
の提出は不要ですが、営業所得や不動産 　ださい。
所得がある方は、裏面❹、❺の収支内訳
記入欄をご利用ください。
農業所得がある方は、別紙「農業収支計
算表」をご利用ください。

○新たに農機具等を購入された場合は
　購入を証明する書類が必要です。

（郵送の場合は写しを添付）

チェックをしてください。 ○国民年金の控除を受ける方は、国民
年金保険料控除証明書が必要です。
（郵送の場合は原本添付）

○生命保険料・地震保険料の控除を受
　ける方は「保険料控除証明書」が必

要です。（郵送の場合は原本添付）
○配偶者控除等を記入してください。

○雑損控除を受ける方は、領収書等を
準備し申告相談へお越しください。

○医療費控除を受ける方は、医療費の
通知又は領収書、保険金の補填額が

（対象となる場合は、配偶者の氏名等 わかるものが必要です。
　必要事項を記入してください。） （郵送の場合は原本が必要です。なるべ

く申告相談へお越しください。）
 ○あなたと生計を一にする親族で、所得 

が48万円以下の方を記入してください。
（他の方の扶養になっている方や、事業 注： 添付書類の返却を希望される方は、切手

専従者を除きます。） を貼った返信用封筒を同封してください。

ください。

郵送で提出される方は、この記入例を参
考に必要事項を記入のうえ、添付書類と
ともにご返送ください。

○農業所得がある方は、同封の農業収
　支計算書を記入し添付してください｡

○免税牛の収入がある方は、販売証明
　が必要です｡(郵送の場合は原本添付)

 ○個人年金保険の受取額などを記入して

○ひとり親・寡婦控除を受ける方は、
　死別・離別・生死不明 のいずれかに

 ○ご本人又は扶養されている方のうち、
　身障手帳などをお持ちの方を記入して
   ください。

配
偶
者
所
得

48万円
以下

☑　控除対象 ☑　同一生計

本人所得 1,000万円以下 1,000万円超

48万円超
133万円以下

☑　特別控除
記入は不要

です。
133万円超 記入は不要です。

記入例（表）

収入がない方や、

非課税収入のみの方は、

裏面の 番へ。３



 ○ 収入がなかった方は、右枠内の該当す
  るところに記入してください。

 ○ 非課税収入がある方は、該当する箇所 ※同封の返信用封筒をご利用ください。
  にレ点をご記入ください。

 ○ 該当するものがない場合は、その他欄
  に、状況をお書きください。

源泉徴収票がない方

○月ごとの収入を記入してください。
 ○ 営業所得等がある方は、ここに収入の 勤務先の支払証明がある場合は、

  内訳や売上原価、必要経費などを記入 添付してください。
  して計算した後、表の「営業等」の欄
  に転記してください。

 ○ 小作料以外の不動産所得がある方は
  上の段、小作料の申告は下の段に記入
  し、表の「不動産」の欄に転記して

ください。

○寄附金の受領書などに基づいてご
 ○ 営業や不動産所得の経費に減価償却費 記入ください。

  がある場合に記入してください。 （郵送の場合は原本添付）
※ふるさと納税のワンストップ特例

  新規に購入した資産がある場合は取得 の申請をされている方は、市県民
  年月と購入を証する書類(原本)が必要 税の申告書を提出すると、ワンス
  です。（郵送の場合は写しを添付） トップ特例が無効になりますので

寄付金額の記載を忘れないようご
  処分した資産は、処分年月を記入して 注意ください。

ください。

※その他の記載方法については、
税務課課税係にお問い合わせ
ください。

収入がなかった方も、国民健康保
険税や介護保険などの保険料の軽
減や各種手当の算定、公営住宅の
家賃算定などの資料となりますの
で、申告をお願いします。

　 所得がなかった方

営業所得等がある方

不動産所得がある方

寄附金に関する事項
減価償却がある方

　提出期限

令和 6年 3月15日（金） 電話　63-1111（内線124）
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記入例（裏）
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